
宮　崎　県　公　報 令和 ８ 年 ５ 月 18 日（月曜日）　第 713 号

発　　行 宮 崎 県
印　　刷

発　行　定　日　毎週月・木曜日
購読料（送料共）　1 年  64,800 円

宮 崎 市 旭 １ 丁 目 ６ 番 2 5 号 　 
K・P クリエイションズ株式会社

令和８年５月18日（月曜日）　第 713 号

─ 1 ─

告　　　　　示

○公金の支出に関する事務の委託…………………（雇用労働政策課）１
○物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資
　格、指名基準等に関する要綱の一部を改正する
　告示…………………………………………………（物品管理調達課）２
　　　公　　　告
○くろまぐろ（大型魚）に関する令和８管理年度
　における知事管理漁獲可能量の変更……………（漁業管理課）９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○生活保護法に基づく指定訪問看護事業所の所在
　地の変更……………………………………………（福祉保健課）１
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止………（　　〃　　）１
○保安林の指定予定の通知…………………………（自然環境課）１

宮崎県告示第 383号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号。以下「法」という。）第50
条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中
国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

スバル薬局 日向市上町９番３号 令和７年９月30日

事業者の名称 主たる事務
所の所在地 事業者の名称 事業所の所在地 変更前 変更後 変更年月日

医療法人社団光
学堂

延岡市中島町４丁
目 314－３

訪問看護事業所あ
たご

延岡市中島町４丁
目 314－３

延岡市愛宕町３丁
目23番地

延岡市中島町４丁
目 314－３

令和４年３月１
日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 384号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号。以下「法」という。）第50
条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中
国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４
項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により
、指定医療機関から廃止の届出があったので、法第55条の３第２号
及び生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条の２（
中国残留邦人等支援法第14条第４項においてその例によるものとさ
れた場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり告示する。
　　令和８年５月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 385号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年５月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により
、指定訪問看護事業所から変更の届出があったので、法第55条の３
第２号及び生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条
の２（中国残留邦人等支援法第14条第４項においてその例によるも
のとされた場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり告示する。
　　令和８年５月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

１　保安林予定森林の所在場所　西諸県郡高原町大字広原字竹屋敷
　6134－７から6134－11まで、6134－15、6134－16、6134－40、61
　34－41
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字竹屋敷6134－９から6134－11まで・6134－15・6134－16
　　　・6134－40・6134－41（以上７筆について次の図に示す部分
　　　に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県西諸県農林振興
　局並びに高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 386号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 243条の２第１項の規定に
より、公金の支出に関する事務（以下「公金事務」という。）を次
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のとおり委託した。
　　令和８年５月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　委託した指定公金事務取扱者

名　　称 事務所の所在地

東武トップツアーズ株式会社 東京都墨田区押上一丁目１番２
号

２　指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳出
　　宮崎県賃上げ対応緊急支援金
３　指定公金事務取扱者の指定をした日
　　令和８年４月１日
４　指定公金事務取扱者に委託をした日
　　令和８年４月１日
５　指定公金事務取扱者に委託をする期間
　　令和８年４月１日から令和８年11月30日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱の一部を改正する告示をここに公表する。
　　令和８年５月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県告示第 387号
　　　物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱の一部を改正する告示
　物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和46年宮崎県告示第93号）の一部を次のように改正する
。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（競争入札参加資格審査の申請）
第３条　［略］
２　申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に
　掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特別な理由があ
　る場合はその一部を省略することができる。

　（１）・（２）　［略］
３　［略］

　（競争入札参加資格審査の申請）
第３条　［略］
２　申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に
　掲げる書類を添付しなければならない。ただし、電子情報処理組
　織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入
　手し、又は参照することができる場合その他知事が特別の理由が
　あると認めた場合はその一部を省略することができる。
　（１）・（２）　［略］
３　［略］

　別記様式第１号及び別記様式第２号を次のように改める。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、公表の日から施行する。
　（経過措置）
２　この告示による改正後の物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱別記様式第１号及び別記様式第２
　号の規定は、令和８年を登載基準年とする競争入札参加資格から適用し、令和５年を登載基準年とする競争入札参加資格については、な
　お従前の例による。
３　この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱の
　規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

公　　　　　告

　漁業法（昭和24年法律第 267号。以下「法」という。）第16条第
５項の規定により、くろまぐろ（大型魚）に関する令和８管理年度
における知事管理漁獲可能量を令和８年５月７日付けで次のとおり
変更したので、同項において準用する同条第４項の規定により公表
する。
　　令和８年５月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　くろまぐろ（大型魚）に関する令和８管理年度（令和８年４月１
日から令和９年３月31日までの期間をいう。）における知事管理漁
獲可能量（法第16条第１項に規定する知事管理漁獲可能量をいう。
）は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の
右欄に掲げる数量とする。
第１　くろまぐろ（大型魚）

知事管理区分 数　量

宮崎県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業
（４月から12月まで）

36.0トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業
（１月から３月まで）

5.8トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）定置漁業
（４月から９月まで）

6.2トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）定置漁業
（10月から３月まで）

3.8トン
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